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議長の開議宣告 

 

議長（風巻光明） 

 ただいまから令和７年第８回津南町議会臨時会を開会し、これより本日の会議を開きま

す。 

 

                          ―（午前 10 時 00 分）― 

 

議事日程の報告 

 

議長（風巻光明） 

本日の議事日程は、お手元に配布したとおりです。 

 

日 程 第 １ 

会議録署名議員の指名 

  

議長（風巻光明） 

 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議規則第 125 条の規定により、本臨時会の会議録署名議員に、２番、滝沢萌子議員、

７番、恩田稔議員の両議員を指名いたします。 

 

日 程 第 ２ 

会期の決定 

 

議長（風巻光明） 

 会期の決定を議題といたします。 

お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日一日限りとしたいと思います。 

 これに御異議ありませんか。    ―（異議なしの声あり。）― 

 異議なしと認めます。 

よって、本臨時会の会期は、本日一日限りと決定いたしました。 

 

日 程 第 ３ 

発議案第６号 津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正す

る条例の提出について 

 

議長（風巻光明） 

 発議案第６号を議題といたします。 

 提出者の趣旨説明を求めます。 

 議会運営委員長。 



 

議会運営委員長（江村大輔） 

発議案第６号、津南町議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正

する条例の提出について趣旨説明をいたします。 

この度、津南町特別職報酬等審議会において、議会議員の期末手当の引上げが答申され

たこと及び議会議員立候補への住民の意欲を上げることを考慮し、期末手当を増額するも

のです。 

２ページ目を御覧ください。 第１条では、第６条第２項中、期末手当の基礎額２の次に、

６月に支給する場合には 100 分の 165、12 月に支給する場合には 100 分の 170 を加えるも

のです。第２条では、６月に支給する場合には 100 分の 165、12 月に支給する場合には 100

分の 175 を 100 分の 167.5 に定めるというものとなっております。 

議員各位には、条例の改め文及び新旧対照表をお配りしております。議員で協議をした

上で、本日を迎えておりますので、新旧対照表にあります各条文の改正内容について、こ

の場で私から改めて説明することを省略させていただきます。 

最後に、附則において、本改正は令和８年４月１日から施行することを規定しておりま

す。 

 議員各位の御賛同をお願いいたします。 

 

議長（風巻光明） 

これより質疑を行います。    ―（質疑者なし）― 

 質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。   ―（討論者なし）― 

討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 発議案第６号について採決いたします。 

発議案第６号について、原案に賛成の方の起立を求めます。  ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、発議案第６号は原案のとおり可決されました。 

 

日 程 第 ４ 

議案第 90 号 津南町特別職の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

議長（風巻光明） 

 議案第号 90 を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

令和７年 12 月３日に開催の津南町特別職報酬等審議会において、津南町特別職の給与改

定について審議が行われ、給与月額は末置き、期末手当の支給月数を引き上げることが適

当との答申をいただきました。 



これを受け、慎重に検討を行い、津南町特別職の給与は末置き、期末手当を引上げ幅を

圧縮した上で引き上げることとしたことから、所要の改正を行うものです。 

細部につきましては、総務課長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

総務課長（髙橋昌史） 

―（以下、資料に沿って細部の説明を行う。）― 

 

議長（風巻光明） 

これより質疑を行います。    ―（質疑者なし）― 

 質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。   ―（討論者なし）― 

討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 90 号について採決いたします。 

議案第 90 号について、原案に賛成の方の起立を求めます。  ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 90 号は原案のとおり可決されました。 

 

日 程 第 ５ 

議案第 91 号 津南町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定について 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 91 号を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

人事院勧告及び新潟県人事委員会勧告に基づき、本年度の職員の給与水準改定について

所要の改正を行うものです。 

細部につきましては、総務課長が説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 

 

総務課長（髙橋昌史） 

―（以下、資料に沿って細部の説明を行う。）― 

 

議長（風巻光明） 

 これより質疑を行います。   ―（質疑者なし）― 

質疑はないものと認め、質疑を終結いたします。 

 これより討論を行います。   ―（討論者なし）― 

討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

議案第 91 号について採決いたします。 

 議案第 91 号について原案に賛成の方の起立を求めます。  ―（全員起立）― 



 全員賛成です。 

よって、議案第 91 号は原案のとおり可決されました。 

 

日 程 第 ６ 

議案第 92 号 令和７年度津南町一般会計補正予算（第 13 号） 

 

日 程 第 ７ 

議案第 93 号 令和７年度津南町国民健康保険特別会計補正予算（第３号） 

 

日 程 第 ８ 

議案第 94 号 令和７年度津南町介護保険特別会計補正予算（第３号） 

 

日 程 第 ９ 

議案第 95 号 令和７年度津南町簡易水道事業会計補正予算（第１号） 

 

日 程 第 10 

議案第 96 号 令和７年度津南町特定環境保全公共下水道事業会計補正予算（第２号） 

 

日 程 第 11 

議案第 97 号 令和７年度津南町農業集落排水事業会計補正予算（第２号） 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 92 号から議案第 97 号まで一括議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 町長。 

 

町長（桑原 悠） 

 議案第 92 号から議案第 97 号まで一括して主なものを御説明申し上げます。 

一般会計、特別会計及び事業会計において、先ほどの条例改正で説明をさせていただき

ました議員及び特別職の期末手当の改定による補正、今年度の人事院勧告、新潟県人事委

員会勧告及び４月人事異動に伴う職員人件費の補正をさせていただきましたので、よろし

くお願い申し上げます。 

各会計の最後に給与費明細書が添付されておりますので、御覧ください。 

人事委員会勧告、人事院勧告等及び人事異動に係る職員人件費以外について、御説明申

し上げます。 

一般会計の総務課関係では、歳入で、前年度繰越金増です。 

 農林振興課関係では、歳入で、アーバンベア捕獲緊急支援事業県補助金の増。歳出で、鳥

獣被害対策実施隊出動報酬及びクマスプレー・クマ檻購入費の増でございます。 

 教育委員会関係では、歳出で、津南小学校消雪配管バルブ修繕料の増です。 

 特別会計及び事業会計は、全て職員人件費に係る補正です。 



細部につきましては、それぞれ担当課長が御説明いたしますので、よろしくお願いいた

します。 

 

総務課長（髙橋昌史）、農林振興課長（小島孝之）、教育次長（滝沢泰宏） 

―（以下、資料に沿って細部の説明を行う。）― 

 

議長（風巻光明） 

 これより一括して質疑を行います。 

 ７番、恩田稔議員。 

 

（７番）恩田 稔 

１点だけお願いします。今ほどの農業費のところで 14 ページ、備品購入費で盾というよ

うなお話がありましたけれども、それは一つが幾らぐらいするものなのか分かりませんし、

本当にそれはどういうイメージで使う場所、使う状態、そこら辺というのは役場の職員が

そういう所に行ったときに使うみたいなイメージなのか。あるいは、猟友会等の皆さんと

話して、そういうものが本当に有効なのかどうか、そこら辺を確認したのかどうか。本当

にそれが使い道があるのか、そういうふうに疑問に思うのですが、お願いいたします。 

 

議長（風巻光明） 

 農林振興課長。 

 

農林振興課長（小島孝之） 

 盾は、よく警察が持っているようなかたちのものを想定しています。一応、透明のもの

で考えています。というのは、構えながら、クマが移動してくるのが分かるようなかたち

のほうがいいかなと思っています。実際に現場に出ると、やっぱり野生動物なので、非常

に身の危険を感じるという状況がありまして、基本は職員がその現場に持っていければと

思います。農協にもそういった協議会がありまして、そこで猟友会にお願いして、主にス

イートコーンのほ場で檻を仕掛けております。そこについては、うちではなくて農協がメ

インでやってるのですけれども、そういった方にも貸出しをさせていただければと思って

ございます。あと、値段にもよるのですけれど、数多く買えれば、学校とかにも設置できれ

ばと思ってございますので、その辺はまた教育委員会と情報提供しながら決めていければ

と思ってございます。猟友会がその辺を活用するかどうかは、また猟友会と連絡を取りな

がらですけれども、一応、現場に出たときの職員を守るということで、職員からもそうい

う話がありますので、その辺を考えております。よろしくお願いします。 

 

議長（風巻光明） 

11 番、石田タマヱ議員。 

 

 

 



（11 番）石田タマヱ 

 １点だけお伺いします。今回、主に人件費の減額補正ということで、職員が全体的に当

初よりも６名減員しているということでした。その減っている額が 3,700 万円ということ

で、単純に割ると 600 万円平均かなというふうに感じられるのですけれども、本当にこれ

は６人だけの減なのか。あるいは、例えば当初予算が少し多かったのか、そこら辺りを１

点。 

これは直接予算には関係ないかもしれないのですけれど。この６人も減っているという

状況の中で、業務というのは回ってきているはずなのですけれど、業務への支障とか、そ

ういったものというのはどうなのでしょうか。 

 

議長（風巻光明） 

 総務課長。 

 

総務課長（髙橋昌史） 

 二つ御質疑をいただいたかなと思っています。 

１点目のところは、この予算編成というのが御案内のとおり 12 月から１月にかけて行わ

れてまいります。そのなかで、今ある原因のところで予算を組んでいるということになり

ますが、その後、議員が今ほどおっしゃったとおり、例えば３月末で退職をするという方

については反映はされていないところがありますので、議員がおっしゃった、そういった

退職をされた方の分を減額するということもございます。また、加えて、産休・育休、こう

いったもの、その年によって違うのですが、かなり取られた方がいらっしゃいます。そう

いったものを全部調整するというのが大体この 12 月の今の時期に、この人事院勧告と合わ

せて 例年やっていくと思っています。ですから、議員御指摘のとおり、 退職をされた方、

さららには産休や育休、あるいは、中には寿退職とか、そういったことで途中からいなく

なった職員等もいます。そういったことを合わせると、今回の補正の減額ということにな

っているかと思います。 

それで、もう１点、かなり職員が辞めたなかでの補填ということでございますが、当然、

前もって予定をされている職員については、私どもも新規採用ということで新しい職員採

用について、その分を加味したなかで採用を考えているというところがあります。ただ、

途中、これは御本人のいろいろな都合で、例えば寿退職等々で、どうしても途中で辞めな

ければいけないというような職員のところについては、なかなか年度途中で人事をしてプ

ラスするというわけにはいきませんので、そこは各課で何とか課長を中心に仕事を割り振

りながら乗り切っていく、と。次年度はよくその状況を見ながら、また職員をプラスしな

ければいけないということであれば、次年度にまたそういったことの人事で対応していく

というようなかたちになるかと思います。 

 

議長（風巻光明） 

 11 番、石田タマヱ議員。 

 

 



（11 番）石田タマヱ 

 理解はできました。ただ、やっぱり適正人員というのはあると思いますので、その辺を

しっかりと管理していっていただきたいと思います。 

 

議長（風巻光明） 

 ほかに質疑はありませんか。   ―（質疑者なし）― 

 質疑を終結いたします。 

 討論、採決はそれぞれ議案ごとに行います。 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 92 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 92 号について採決いたします。 

 議案第 92 号について原案に賛成の方の起立を求めます。   ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 92 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 93 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 93 号について採決いたします。 

 議案第 93 号について原案に賛成の方の起立を求めます。   ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 93 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 94 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 94 号について採決いたします。 

 議案第 94 号について原案に賛成の方の起立を求めます。  ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 94 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 95 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 95 号について採決いたします。 

 議案第 95 号について原案に賛成の方の起立を求めます。  ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 95 号は原案のとおり可決されました。 



 

議長（風巻光明） 

 議案第 96 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 96 号について採決いたします。 

 議案第 96 号について原案に賛成の方の起立を求めます。   ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 96 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（風巻光明） 

 議案第 97 号について討論を行います。  ―（討論者なし）― 

 討論はないものと認め、討論を終結いたします。 

 議案第 97 号について採決いたします。 

 議案第 97 号について原案に賛成の方の起立を求めます。   ―（全員起立）― 

 全員賛成です。 

よって、議案第 97 号は原案のとおり可決されました。 

 

議長（風巻光明） 

 以上をもって、本臨時会に付議された事件の審議は全て議了いたしました。 

 これにて、令和７年第８回津南町議会臨時会を閉会いたします。 

 

 

―（午前 10 時 47 分）― 

 

  

 


